
翻
潮

・
書

陵

部

蔵

『平

定
家

朝

臣

記
』
(天
喜
元
年
,
同
五
年
条
)

増

淵

勝

一

解

説

一
、
書
陵
部
蔵

『
平
定
家
朝
臣
記
』
に

つ
い
て

『
平
定
家
朝
臣
記
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ

の
康
平
元
年

(
一
〇
五
八
)
よ
り

同
五
年

(
一
〇
六
二
)
に
至
る
ま
で
の
日
乗
が
、
『
康
平
記
』
の
名
で

『
群
書
類
従
』

巻
第
四
百
四
十
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
記
録
類

の
乏
し
い
後
冷
泉
朝
末
期

の
文
学

.

史
学
研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
記
に
は
、
さ
ら
に

天
喜
元
年

(
一
〇
五
三
)
よ
り
同
五
年

(
一
〇
五
七
)
に
至
る
間
の
記
事
が
存
在
す

る
の
で
あ

っ
て
、
早
く
須
田
哲
夫

氏

は
、

「
浜
松
中
納
言
物
語

の
成
立
年
代
論
」

解
鞍
孺
校
弾
鞨
運
一胴
欄
陽
の
中
で
、
陽
明
文
庫
蔵
の

『
平
定
家
朝
臣
記
』
を
引
照

.
紹
介

さ
れ
て
、

こ
の
平
定
家
朝
臣
記
は
別
名

「
平
記
」

(
以
下
略
称
に
従
う
)
と
も
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
事
は
同
文
庫
本
は

「
平
記
」
の
他
の
伝
本

が
天
喜
亠馨

鍵

康
平
五
年
の
間
の
記
事
を
載
す
る
も
の
が
す
べ
て
で
あ
る
が

こ
の
平
記
は
天
喜
元
年
か
ら
の
記
事
を
遺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

『
史
料
綜
覧
』
巻
二
に
も
天
喜
年
間
の
出
典
と

し
て
本
記
が
し
ば
し
ば
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
春
記
』
や

『
土
右
記
』
の
欠
落

が
甚
し
く
、

『
水
左
記
』
や

『
帥
記
』
の
記
事
が
ま
だ
存
在
し
な
い
記
録
の
空
白
期

を
、
こ
の

『
平
定
家
朝
臣
記
』
が
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

須
田
氏
の
説
か
れ
る
陽
明
文
庫
蔵
の

『
平
定
家
朝
臣
記
』

(
天
喜
元
年
～
同
五
年

条
)
は
、
昨
夏
七
月
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
が
、
同
文
庫
に
は
、
鎌
倉
期
写
の
巻
子

本

一
巻

(第
十
三
函
七
号
)
と
、
こ
れ
を
忠
実
に
転
写
し
た
江
戸
期
の
新
写
本

一
冊

(
閏
諺
GQ

・
bO
l

蔭
。
H
)
と
が
存
在
す
る
。

こ
こ
に
翻
刻

・
標
注
す
る
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の

『
平
定
家
朝
臣
記
』

(
二
五

九

二

五
五
)
は
、
明
治
十
六
年

(
一
八
八
三
)
八
月
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
は
あ

る
が
、
管
見
に
入

っ
た
限
り
で
は
、
本
記
の
天
喜
年
問
の
記
事
を
載
せ
る
も
の
は
、

前
記
陽
明
文
庫
蔵
の
二
本
と
、
こ
の
書
陵
部
蔵
新
写
本
と
の
計
三
本
に
す
ぎ
な

い
。

資
料
の
貴
重
で
稀
有
な
こ
と
は
陽
明
文
庫
本

に
お
さ
お
さ
劣
ら
ぬ
。
明
治
期

の
写
本

を
敢
え
て
活
字
化
し
た
の
も
、
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

書
陵
部
本
は
縦
三
十
三

・
四
セ
ン
チ
、
横
二
十
三

・
九
セ
ン
チ
の
袋

綴

装

三

冊

本
。
表
紙
は
絹
目
。
本
文
は
楮
紙
。

一
冊
目
が
天
喜
元
年
よ
り
同
五
年
ま
で
、
二
冊

目
が
天
喜
六
年

糠
鱒
よ
り
康
平
三
年
ま
で
、
三
冊
目
が
同
四
年
春
よ
り
同
五
年
冬
ま

で
の
記
事
を
各
々
収
録
す
る
。各
冊
と
も
表
紙
左
上
に
「平
定
家
朝
臣
記
厭
喜
玩
韓
珂

」
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(
一
冊
目
)
の
如
く
、
題
箋
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

書
陵
部
本

一
冊
目
は
、
墨
付
十
七
葉
、

一
枚
目
オ
モ
テ
上
欄
外
に

「
図
書
寮
印
」

お
よ
び

「
宮
内
省
御
陵
墓
課
」

の
朱
印

(角
型
)

が
あ
り
、

ま
た
右
下
余
白
に
も

「諸
陵
寮
之
章
」
の
朱
印

(角
型
)
が
付

さ
れ
て
い
る
。
十
七
枚
目
ウ
ラ
に
、

「
八

月
八
日
、
平
定
家
朝
臣
記
、
拾
七
枚
、
細
谷
利
邦
(印
)
」
と
奥
書
す
る
が
、
三
冊
目

裏
表
紙
見
返
し
に
貼
紙
し
て
、
「明
治
十

六
年
八
月
、
謄
写

(印
)
、
池
亀
良
郷
(印
)

但
紙
数
五
十
三
枚
」
と
あ
る
の
で
、

一
冊
目
も
含
め
て
、
明
治
十
六
年
八
月
に
こ
の

写
本
全
三
冊
が
筆
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
喜
元
年
よ
り
同
五
年
に
至
る
条
を
載

せ
る

一
冊
目
は
、
た
ぶ
ん
陽
明
文
庫
蔵
の

新
写
本

一
冊
目
か
ら
転
写
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
①
書
陵

部
本
は
天
喜
元
年
三
月
四
日
条

(
ご
枚
目

オ
モ
テ
)
や
同
年
六
月
十

一
日
条

(同
ウ

ラ
)
に
、
原
本

の
欠
損
を
示
す
囲
い
線
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
が
陽
明
文
庫
古
写
本

の
欠
損
を
伝
え
る
同
文
庫
新
写
本
の
そ
れ

に
完
全
に

一
致
す
る
こ
と
、
②
つ
ぎ
に
、

天
喜
元
年
四
月
廿

一
日
条
で
、
古
写
本
に
記
す

「
云
爻
」
の
文
字
を
、
新
写
本
お
よ

び
書
陵
部
本

(
二
枚
目
オ
モ
テ
)
が
共
に
脱
落
し
て
い
る
こ
と
、
③
ま
た
、
天
喜
元

レ

年
六
月
廿
二
日
条
(書
陵
部
本
四
枚
目
ウ
ラ
)
に
、
古
写
本
が

「
和
長
」
と
巓
倒
符
を

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
前
記
二
本
は

「
長
和
」
と
訂
正
筆
写
し
て
い
る
こ
と
、
④

さ
ら
に
天
喜
二
年
五
月
十
九
日
条

(書
陵
部
本
六
枚
目
ウ
ラ
)
で
は
、
両
本
が
「殿
」

の
字
を
見
せ
消
ち
で

「
故
」
と
訂
正
し
て

い
る
が
、
古
写
本
に
は
そ
れ
が
な
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

一
行
あ
た
り
の
字
数
は
両
本
で
若
干

の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
陽
明
文
庫
蔵
新
写
本
と
書
陵
部
本
と
の
親
子
関
係
は
否
定

で
き
ま
い
。

二
、
『
平
定
家
朝
臣
記
』
天
喜
年
間
条

の
記
事
内
容

に

つ
い
て

『
平
定
家
朝
臣
記
』
の
天
喜
年
間
条
の
記
事
は
、
康
平
年
間
条
の
そ
れ
に
比
照
し

て
、

全
体
量
と
し
て
も
、

各
個
別
の
記
事
量
に
関
し
て
も
、

か
な
り

簡
略
で
あ
る

玳
肋
繃
黝
聴
颶
臨
鰭
碗
費
ゆ
蝋
旛
諏
厭
耀
磊
年
。
し
か
も
そ
の
記
事
内
容
は
、
関
白
藤
原
頼
通
家
に

関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
天
喜
元
年
の
場
合
は
、
平
等
院
阿

弥
陀
堂
供
養

(
二
月
五
日
-⊥
二
月
四
日
)

・
師
実
元
服

(
四
月
廿

一
日
)

・
鷹
司
殿

倫
子
葬
儀

(
六
月
十

一
日
ー
廿
八
日
)

・
寛
子
ら
の
六
月
祓

(
六
月
廿
九
日
)

の
四

件
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
同
二
年

の
場
合
は
、
三
月

一
日
頼
通
室
隆
姫
女
王
由
祓

・
三
月

十
九
日
頼
通
室
故
藤
原
祗
子
法
事
定
め

・
五
月
十
九
日
祗
子
周
忌
法
事

・
五
月
廿
三

日
祗
子
周
忌
正
日
法
事

・
六
月
十
～
十

一
日
頼
通
母
倫
子
周
忌
法
事
の
記
事
が
あ
る

に
す
ぎ
な

い
。
内
容
が
関
白
頼
通
家
に
関
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

は

『
康
平
記
』
で
も
同
じ
だ
が
、
た
と
え
ば
康
平
三
年
の
場
合
、
五
月
廿
三
日
条
に

「有
競
馬
事
」
、

六
月
三
日
条
に

「有
覧
騎
射
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
標
目
だ
け
は

あ
げ
て
あ
り
、
頼
通
家
関
係
の
記
事
と
記
事
と
の
間
が
結
ば
れ
て
お

っ
て
、
年
間
の

出
来
事
が

一
応
は
概
観
で
き
る
の
で
あ
る
。

各
々
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
天
喜
元
年
二
月
廿
九
日
の
頼
通
の
装
束
始
め
と
康
平

三
年
七
月
十
三
日
の
そ
れ
と
を
比
較
す
れ
ば
理
会
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
者
は
極
わ
め

て
簡
略
で
あ
る
。
ま
た
、
天
喜
二
年
三
月
十
九
日
の
故
祗
子
法
事
定
め
や
同
三
年
十

月
五
日
の
春
日
祭
雑
事
定
め
や
同
四
年
十
月
廿
八
日
の
除
目
の
記
事
等
も
、
も

っ
と

詳
密
で
あ

っ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
天
喜
元
年
三
月
四
日
の
平
等
院
阿

弥
陀
堂
供
養

の
条
に
は
、

「記
在
別
」
と
割
注
が
あ

っ
て
、
本
記
に
別
記
の

一
部
存

在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
失
わ
れ
て
、
簡
粗
な
本
文
ば
か
り
が
残

っ
て
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い
る
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
現
存
本
が
、
関
白
家

で
祖
先
頼
通
関
係
の
故
実
を
抜
書
集
成
し

て
、
伝
存
し
て
い
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
よ
う
。
も
と
も
と
定
家

や
そ
の
子
の
時
範
ら
が
関
白
頼
通

・
師
実

・
師
通

・
忠
実
家
の
家
司
で
あ

っ
た
こ
と

自
体
甑
飆
謹

鴇
皺
駝
条
、

そ
の
記
録
が
関
白
家
の
御
用
日
記
的
な
色
彩
を
持

つ
の
は
や

む
を
得
ぬ
が
、

『
康
平
記
』
の
部
分
は
記
事
が
詳
細
な
だ
げ
に
、
宮
中
そ
の
他

の
動

向
も
相
当
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
天
喜
年
間
条
は
、
そ
の
意
味
で
は
か
な
り
の
偏
向

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
関
白
家

の
如
き
記
録
尊
重
の
し
き
た
り
が
あ

っ
た

か
ら
こ
そ
、
抜
書
的
に
し
ろ
、
定
家

の
日
記
が
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ

る
。本

記
は
、
元
来
は
他
の
多
く
の
日
記
と
同
じ
く
、
具
注
暦
の
余
白
に
記
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
天
喜
二
年
五
月
廿
三
日
条
に
、

「
五
墓
日
」
と
あ
る
の
は
、
原
文

を
書
き
つ
け
た
暦
の
注
記
が
そ
の
ま
ま
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
天
喜
元

年
六
月
十
六
日
条
に
、

「内
府
参
給
執
筆
、
衣
冠
」
と
あ
る
が
、
同
月
十
五
日
条
に

「家
経
執
筆
、
布
衣
」

と
あ
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、

前
文
の

「
衣
冠
」

は
細
注
に
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
ま
た
、
天
喜
五
年
十

一
月
十
七
日
の
暦
注

「
丑
」
は
細
注
に
な

っ
て
い
る
が
、
他
の
多
く
が
干
支
を
合
せ
持

っ
て
、
普
通
字
形

で
あ
る
の
と
相
違
し
て
い
る
。
さ
ら
に
若
干
の
誤
字
や
脱
字
等
も
あ
る
。
と
す
れ
ば

現
存
本
が
抜
書
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
そ
の
抜
書
本
文
そ
の
も
の
に
、
転

写
上
の
誤
ま
り
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
ご
く
わ
ず
か
な
錯
誤
も
、
後
冷
泉
朝
末
期
の
歴
史
を
伝
え
て

い
る
と
い
う
本
記
の
史
的
価
値
の
前
に
は
、
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
関
白
頼
通
を

中
心
に
、
そ
の
一
族

・
家
司
等

の
動
向
が
リ
ア
ル
に
描
述
さ
れ
て
い
る
。

一
例
を
あ

げ
れ
ば
、
鷹
司
殿
倫
子
が
日
来
病
悩
の
末
薨
じ
た
こ
と
(天
喜
元
年
六
月
十

一
日
条
)

ヘ

ヘ

へ

お
よ
び
そ
の
葬
送
の
折
長
さ
七
尺
の
帋
で
形
代
の
ひ
ひ
な
を
作

っ
た
こ
と

(
同
月
十

五
日
条
)
、

春
日
祭
使
師
実

一
行

へ
の
献
上
品
お
よ
び
給
禄
の
豊
富
で
多
彩
な
こ
と

(
三
年
十

一
月
五
日

・
七
日
条
)、

ま
た
関
白
の
命
令
が
な
く
と
も
追
従
す
る
殿
上

侍
臣
た
ち
の
有
様

(
同
月
六
日
条
)、

義
通
や
範
永
ら
の
叙
位

(
四
年
二
月
廿
二
日

条
)、

春
日
社
参
向
に
飯
岡

・
玉
井

・
松
本
を
経
る
こ
と

(
五
年
二
月

一
日
条
)
、

后
宮
鞴
樋
娘
の
女
房
が
伺
候
す
る
ゆ
え
に
五
節
舞
姫
を
敢
え
て
の
ぞ
き
見
す
る
こ
と
の

な
い
殿
上
人
た
ち

(
同
年
十

一
月
十
七
日
条
)
等
々
の
記
事
は
、
当
時
の
歴
史
的
社

会
的
状
況
を
よ
く
写
し
て
い
て
、
い
ず
れ
も
興
趣
つ
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
文
学
研

究

の
面
で
い
え
ば
、
平
安
末
期
物
語
や

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
お
よ
び
私
家
集
等
の
成

立
背
景
や
作
家
伝
等
究
明

の
最
も
基
本
的
な
史
料
と
し
て
、
こ
の
『
平
定
家
朝
臣
記
』

が
今
後
い
っ
そ
う
活
用
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、

平

定

家

に

つ
い

て

本
記
の
著
者
平
定
家
は
、
桓
武
天
皇
十
世

の
裔
で
、
正
四
位
下
右
衛
門
権
佐
平
行

親
(
一
〇
三
八
i
四
〇
右
衛
門
権
佐
在
任
)
の
子
。
母
は
周
防
守
藤
原
頼
祐

螺
猷
淵
のの
融

の
娘
。
曽
祖
父
に
参
議
従
二
位
親
信

(
九
四
六
i

一
〇

一
七
)
が
い
る
。
こ
の

一
家

は
、

『
今
鏡
』

「
す
べ
ら
ぎ
の
下
」
巻
触
に
礫
に

「
日
記
の
家
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
親
信
が
そ
の
蔵
人
時
代
の
円
融
朝
に

『
親
信
卿
記
』
を
著
わ
し
て
以
来
、
重

代
の
子
孫
は
蔵
人

・
衛
門
権
佐

・
弁
官
等

の
要
職
に
就
き
、
摂
関
家

の
家
司
と
な
る

か
た
わ
ら
、
次
に
示
す
如
き
数
多

の
日
記
を
遺
し
た
。

(15)
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書陵部蔵 『平定家朝臣記』(天喜元年N同 五年条)

親
信
卿
記

範
記

親

信

重

義
i

棟

仲
ー

朝

範

コ

範
国
記

平
知
信
朝
臣
記

時
信
公
記

覧

ー
行

義
ー

範

国

経

方
i

知

信
i

時

信

一

兵
範
記

記

ー

信

範

平

行
親
記

平
定
家
朝
臣
記

時
範
記

実
親
卿
記

匸

i
行

親
ー

定

家
-

時

範
-

実

親
ヨ

厂
範

家

行

範

衡
尸㎡

こ
の
う
ち
、
古
写
本
が
伝
存
し
て
、
比
較
的
記
事
内
容
の
豊
か
な
、
『
親
信
卿
記
』

『
範
国
記
』

『
行
親
記
』

『
平
定
家
朝
臣
記
』

『
平
知
信
朝
臣
記
』

『
時
信
公
記
』

の
六
日
記
を

「
六
平
記
」
と
称
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
定
家

の
育

っ
た
境
遇
は

「
日
記
の
家
」
で
あ
り
、
彼
が
日
乗

に
筆
を
染
め
た
の
も
当
然
と
い
え
る
。
定
家
は
、
『
春
記
』
長
久
二
年

(
一
〇
四

一
)

二
月
十
六
日
条
に
、

「
定
家
、
是
今
年
補
人
之
蔵
人
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
年

正
月
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
、
同
記
同
年
二
月
廿
五

・
廿
七
両

日
条
に
も
そ
の
名
が
見
え

る
。

つ
い
で
、
薬
王
寺
文
書
の
治
暦
三
年

二
月
六
日
付
で
紀
伊
国
司
に
下

さ

れ

た

「
太
政
官
符
案
」

叡
評
噸
臆
蠡

ハ燦
三
に
よ
る

と
、
永
承
二
年

(
一
〇
四
七
)
十
二
月
十

五
日
に
は
定
家
が
紀
伊
守
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も

っ
と
も
、
『
春
記
』

へ

同
五
年

(
一
〇
五
〇
)
三
月
六

・
十
両
日
条
に
は

「
紀
伊
前
守
定
家
」
が
、
法
成
寺

御
堂
供
養
の
試
楽
の
行
事
を
つ
と
め
た
由
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
は
次

守
藤
原
貞
職
と
交
代
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
揃
鴫
脳
坪
耀
羲

黔
。

越
え
て
天
喜
二
年

(
一
〇
五
四
)
、

定
家
は
越
中
守
藤
原
家
任
の
娘
と
の
問
に
、

長
男
時
範

(
一
〇
五
四
-

一
一
〇
九
)
を
も
う
け
た
塑
齢
臆
往
。

同
五
年
(
一
〇
五
七
)

十

一
月
廿
八
日
左
衛
門
権
佐
藤
原
憲
房
は
阿
波
守
に
転
任
し
た
が
、
そ
の
後
を
定
家

が
襲
い
、
検
非
違
使
佐
の
宣
旨
を
蒙

っ
た
龜
律
帥
唖
』
薦
。

定
家
の
左
衛
門
権
佐
在
任

は
、
康
平
三
年

(
一
〇
六
〇
)
五
月
十
七
日
の
そ
れ
が
確
認
さ
れ
る
が
軸
評
説
喙
、

同

八
年

贈
暦

(
一
〇
六
五
)
八
月
二
日
に
は
橘
為
仲
が
当
職
に
就
い
て
い
た
か
ら
譎
咏
左

駆
一中
、

『
平
定
家
朝
臣
記
』
が
康
平
五
年

(
一
〇
六
ご
)
末
を
も

っ
て
終

っ
て
い
る

こ
と
を
参
考
す
る
と
、
同
六
年

(
一
〇
六
三
)
に
は
左
衛
門
権
佐
か
ら
尾
張
守
に
転

じ
た
の
だ
と
思
う
脆
樽
葬
黝
。

任
終
後
に
は
お
そ
ら
く
悠
々
自
適
の
生
活
を
送

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
尊
重
護
法

ヘ

へ

寺
縁
起
』
魅
圦
勲
遠

に
よ
る
と
、
定
家
の
忌
日
は
、

「
正
月
十
六
日
、
高
祖
父
入
道
尾

張
守
定
家
朝
臣
」
と
あ

っ
て
、
正
月
十
六
日
で
あ

っ
て
、
晩
年
出
家
し
て
い
た
こ
と

も
わ
か
る
。
そ
の
卒
年
は
不
明
だ
が
、
子
の
時
範
が
承
暦
元
年

(
一
〇
七
七
)
九
月

三
十
日
に
は
蔵
人
左
衛
門
尉
に
在
任
し
て
お
り

臨
昧
継
記
』
、
そ
の
時
範
が
前
年

セ
憩

二
十
三
歳
の
時
よ
り
殺
生
を
禁
断
し
て
、
金
字
法
華
経
を
書
写
し
始
め
た
と
い
う
か

ら

籏
齢
臆
圧
、
白
河
朝
承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
頃
に
父
定
家
が
卒
し
て
、
こ
れ
に
触

発
さ
れ
て
仏
道
修
業
を
開
始
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
定
家

の
孫
で
、
後
に
参
議
に

陞

っ
た
実
親

(
一
〇
九
七
ー

一
一
四
八
)
は
十
七
歳
で
六
位
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
て
い

る
が
鰯
舩
啣
、
長
久
二
年

(
一
〇
四

一
)
の
定
家
の
蔵
人
就
任
が
二
十
歳
前
後
と
す
れ

ば
、
定
家
の
生
年
は
後

一
条
朝
寛
仁

・
治
安
の
交

(
一
〇
二
〇
ー

一
)
頃
と
な
り
、

推
定
卒
時
の
承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
正
月
十
六
日
に
は
五
十
六
、
七
歳
に
な

っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

定
家
が
関
白
頼
通
の
家
司
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
そ
の
家
記
に
し
ば
し
ば

頼

通

を

「殿
下
」
と
記
し
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
。
そ
の
関
白
家

へ
の
奉
仕
ぶ
り
は
、

『
殿

暦
』
長
治
二
年
二
月
廿
五
日
条
に
、
忠
実
の
も
と
で
時
範
が
公
卿
給
を
作
成
し
た
こへ

と
に
関
し
、

「故
大
殿

(
師
実
)
康
平
四
年
始
候
除
目
給
度
、
公
卿
給
彼
朝
臣
父
定
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書陵部蔵 『平定家朝臣記』(天喜元年N同 五年条)

へ家
作
之
、
依
被
例
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
重
代

の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
定
家
の

孫
の
実
親
や
玄
孫
親
範
に
参
議
の
栄
誉
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

そ

う

し

て
、

「平
氏
初
め
は

一
つ
に
お
は
し
け
れ
ど
、

日
記
の
家
と
、
世
の
固
め
に
お
は
す
る
筋

と
は
、
久
し
う
変
り
て
、
か
た
が
た
聞
え
給
ふ
を
、
い
つ
方
も
同
じ
御

世

に
、

帝

(高
倉
天
皇
翻
解
翩
鵬
微
建
)

・
后

(建
礼
門
院
徳
子

鮃
鰭
)
同
じ
氏
に
栄
え
さ
せ
給
ふ

め
る
」
と
記
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
餌
齢
囈
(齢
揖
噤
。

な
お
、
本
記
を
他

の
平
記
の
よ
う
に

「
定
家
記
」
と
略
称
し
な
い
の
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
藤
原
定
家
卿
の

『
明
月
記
』
が
か
く
略
称
さ
れ
て
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る

ヘ

へ

の
を
さ
け
た
が
た
め
で
あ
る
。

「定
家
朝

臣
記
」
と

「朝
臣
」
の
字
を
挿
入
す
る
の

も
同
じ
理
由
で
あ
る
。凡

例

一
、
本
稿
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

『
平
定
家
朝
臣
記
』

(
二
五
九

.
一
五
五
)
全
三

冊
の
う
ち
、
天
喜
元
年
よ
り
同
五
年
に
至
る
条
を
収
載
す
る
第

一
冊
目
を
底
本
と

し
て
翻
刻
し
、
標
注
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
閲
読
の
便
利
を
考
え
て
、
句
読
点
、
並
列
点
、

コ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン

・
マ
ー
ク
等

を
付
し
、
ま
た
古
体

・
異
体

・
略
体
文
字
を
で
き
る
だ
け
新
字
体
に
置
き
換
え
る

こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
哥

・
點

・
職
∵
豫

・
瀧

・
舊

・
枩
等
の
文
字
は
そ
の
ま

ま
残
し
た
。
な
お
、
印
刷
の
都
合
上
、
里
ハ体
文
字
で
宛
字
を
し
て
い
る
場
合
に
は

校
訂
注
を
施
さ
ず
に
、
た
だ
ち
に
正
字

に
置
き
換
え
、
こ
れ
が
左
右
に
傍
線
す
る

だ
け
に
と
ど
め
た
。

一
、
句
読
点
を
施
す
に
あ
た

っ
て
は
、
現
代
の
読
者
の
読
解
の
便
益
を
図
る
と
い
う

こ
と
に
重
点
を
置
い
た
。
古
記
録
の
訓
読
が
過
去
に
お
い
て
、

『
源
氏
物
語
』
流

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
す
べ
ら
か
し
文
脈
で
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
近
江
布
留
宮
清
信
氏
所
蔵
文
書

の
治
暦
四
年
三
月
廿
九
日
付
の

「
太
政
官
牒
写
」
畆
評
敝
噛
敏
ぴ
喋
+

や
同
文
書

の
平

治
元
年
十

一
月
三
十
日
付
の

「
太
政
官
牒
写
」
欄
寮
論
螢
一五
等
に
施
さ
れ
た
仮
名

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

訓
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
う
す
べ
ら
か
し
風
な
読
み
方

を
敢
え
て
採
ら
な
か

っ
た
。

一
、
校
訂
注
に
は

〔

〕
を
施
し
、
人
名
そ
の
他
の
説
明
注

に

は

(

)
を

施

し

た
。
人
名
は
各
月
毎
に
初
出
条
で
姓

・
名
を
注
し
、
爾
後
は
名

の
み
を
記
し
た
。

校
訂
の
際
、
陽
明
文
庫
蔵
古
写
本
お
よ
び
新
写
本
や

『
春
記
』
等
を
参
校
し
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

一
、
底
本
に
存
す
る
傍
注
、
お
よ
び
傍
書
文
字
の
入
る
べ
き
場
所
を
示
す
字
聞
の
○

印
、
お
よ
び
原
本
の
欠
損
を
示
す
]
等
の
符
号
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

一
、
上
欄
外
に
、
本
文
の
事
実
そ
の
他
を
標
出
し
た
。
そ
の
用
語
に
関
す
る
も
の
に

は

「

」
を
付
し
た
。

一
、
底
本
の
面
の
初
め
の
行
頭
に
算
用
数
字
で
扮
捗
の
如
く
、
表
裏
を
示
し
、
そ
の

終
り
を
*
印
で
示
し
た
。

本
稿
擱
筆
に
あ
た
り
、
本
書
の
撮
影

・
翻
刻
を
快
諾
さ
れ
た
宮
内
庁
書
陵
部
、

そ
し
て
種
々
ご
厚
意

い
た
だ
い
た
同
部
橋
本
不
美
男
氏
な
ら
び
に
八
嶌
正
治
氏
に

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(
一
九
七

一
・
九

・
二
〇
)
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書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年～同五年条)

わα

平
等
院
阿
弥
陀
堂
供
養
の

日
時
等
を
定
む
。

准
御
斎
会
堂
塔
供
養
に
式

部

・
弾
正
不
参
の
例
を
勘

申
せ
し
む
。

ラ

丈
六
阿
弥
陀
仏
像
を
平
等

ウG

院
に
移
渡
す
。

平
等
院
阿
弥
陀
堂
供
養
日

式
等
を
給
す
。

関
白
頼
通
、
平
等
院
阿
弥

陀
堂
に
渡
御
す
。

平
等
院
阿
弥
陀
堂
供
養
。

肋

関
白
頼
通
の
子
師
実
元
服

す
。

長
家
加
冠
。

隆
俊
理
髪
。

叙
位
。

関
白
家
司
・職
事
を
補
す
。

(
一
〇
五
三
)

天

喜

元

年

。

二
月

。

青

聖

治
饗

偽
華

、
被
定
讐

韈

)於
高
陽
簸

藤

飛

(中
原
)

(十
月
十
三
日
)

十

四

日
。

召

大

外

記
貞

親

被

仰

云

、

「
可

然

堂

塔

供

養

時

被

准

御

斎

会

、

依

無

所

便

、

式

部

・
弾

正

不

参

例

可

令

勘

申

者

。
」
。

即

勘
申

云

、

「
治

安

二
年

、

(
一
〇
二
二
)

舞

靄

曙

鑿

讐

可
准
禦

套

只

式
部
塞

不
可
参
之
峩

宣
昌

・

+
九
日
・
参
宇
譲

申
刻
帰
灘

御
仏
霆

際

疆

丑
刻
出
墓

午
裂

坐
仏
鷹

須
此
暁
、
寅
刻
、
有
仏
壇
結
界
云
々
.
九
讐

鼕

焦

次
有

行
道
習
鴛

楽
人
簒

入
・
爨

哥
篭

法
眼
宀饒

稔

離

齢
蠡

聡
脚

(
師
房
)

廿
七
日
。
召
大
外
記
給
供
養
日
式
。
源
大
納
言
所
製
作
給
也
。
同
給
左
右
楽
行
事
畢
。

(藤
原
頼
通
)

廿
九
日
。
殿
下
渡
御
宇
治
了
。
今
日
始
御
装
束
了
。

三
月
。
*

四
日
・
甲
辰
・
有
平
等
院
爾
漉

塾

供
養
事
・
癨

,

,

,

,

,

,

口

刀

四
月

。

廿
百

・
寄

殿
驫

釋

東
三
条
山暑

御
元
曝

壓
茄

冠
民
部
卿
鬆

興

理
髪
蔵
人
頭
髓
俊
譯

臨

ガ
近
少
将
舞

・
少
納
言
靆

等
今

日
叙

正

五

位
下

、
被

聴

殿

上
。

〔陽
明
古
写
本
デ
補
ウ
)

ム
ヱ
佼
事
畢
之
後
、
被
補
家
司
職
事
画
図
。
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書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年～同五年条)

屮

鷹
司
殿
源

倫
子
薨

ず
。

の②

月
次
祭

・
神
今
食

を
延
引

す
。

源
倫
子

の
葬
送

の
事

を
定

む
。

入
棺

・
葬
送

の
日
時
を
勘

申

せ
し
む
。

わ㊤

入
棺
。

浴
料
を
酌
む
。

形
代
を
作
る
。

「比

≧
な
」

　

故
源
倫
子

の
法
事

を

定

眇

む
。

源
倫
子
葬
送

の
御
前
僧

・

念
仏
僧
等
を
定

む
。

源
倫
子
を
広
隆
寺
北

に
葬

送
。

わq

定
家
留
守
邸

に
候
す
。

源
倫
子

の
遺
骨
を
仁
和
寺

　

北

に
埋
む
。

妙

勅
使
藤
原
経
季
弔
問
。

御
錫
紵
を
嚴
し
給
う
。

源

倫
子

の
薨
奏
あ
り
。

中
宮
職
里
亭

に
不
出
御
。

藤
原
穆
子
薨
時

の
先
例
。

六
月

。

(
源
倫
子
)

十

一
日

。

巳

刻

鷹

司

殿

令

薨

給

。

春

秋

九

十

。

*

(上
東
門
院
彰
十
)

(藤
原
頼
通
)
(藤
原
教
通
)
(藤
原
長
家
)

日
者

有

御

悩

乃
冖一
口

目
U
門

院

,…
,

.-…
,渡

御

。

殿
下

・
右

府

・
民

部

卿

令

候

給
。

月

次

・
神

今

食

延

引

、
被

付

所

司

云
々
。

〔
陽
朋
古
写
本
デ
補
ウ
〕

十
五
日
。
癸
未
。
依
召
参
御
宿
所
。
御
葬
送
事
今
日
被
定
。
仍
被
文
書
等
可
尋
献
之
由
爵
也
。

早
旦
召
漏
刻
博
士
鰐

や

先
被
問
御
入
棺

゜
御
葬
送
日
時
・
申
云
・
「今
哥

有
御
入
棺
・
来
荳

一曷

葬
送
者
・」
・
則
令
献
勘
文
・
頃
纛

騨

民

靂

∵
源
蘿

言
参
給
・
有
禦

耋

讃
岐
守
靆

執
籌

霙

於
御
宿
所
南
庇
簾
暑

議
牢

鑼

事

午
刻
作
御
棺
。
離

難

囓

対

(
藤
原
)

(
藤
原
∀

(藤
原
)

子
刻
御
入
棺
。
春
宮
権
大
進
隆
経

・
玄
蕃
頭
範
光

・
淡
路
守
重
経

・
兵
部
丞
親
房
并
僧
法
橋
雅
円

・
阿
闍
梨
円
高
奉
仕
之
。

戌
刻
酌
御
浴
料
辛
方
水
。

訓
誘

今
日
依
仰
参
京
極
殿
。
令
作
御
形
代
。
長
七
尺
許
、
以
帋
作
比
爻
な
、
令
着
束
帯
并
冠
、
作
御
衣
切
。

(藤
原
頼
宗
)

十
六
日
。
有
御
法
事
定
如
昨
日
。
但
内
府
参
給
執
筆
。
衣
冠
。
先
召
信
公
出
献
勘
文
、
来
月
十
六
日
者
当
五
七
日
、
依
無
日
次
門
hU
行
也
。

〔

*

僧
脱
力
〕

十
八
日
。
被
定
御
葬
送
御
前
僧
廿
人
並
御
念
仏
十
六
人

・
所
役
人
爻
等
。

廿
二
日
。
有
御
葬

送
。
広
隆
寺
北
云
々
。

戌
刻
出
。
騨
辟
舫
潤
濃
其
路
自
東
洞
院
北
行
、
至
土
御
門
西
折
、
自
西
洞
院
北
行
、
自

一
条
大
路
西
行
、
経
西
京

(藤
原
)

御

山
作

所

。
如

此
葬

礼

直

不

渡

一
条

大

路
先

。

前

火
安

房

権

守

季

経

、

黄

幡

主

税

算

師

忠
国

、
炬

火

七

人
、

御

前

僧

廿

人
、

焼

香

四

人
、

行

障

廿

九

条

、

夫

御

車

并

孝

子

・
殿

原

御

其

中

云
々
。

上

卿

・
殿

上

人

・
諸

大

。
済

弐
云
々
。

(明
尊
)

(藤
原
道
長
X
万
寿
四
年
十
二
月
四
日
)

咒
願
大
僧
正
給
牛
、

導
師
真
範
給
鞦
云
々
。
依
候
留
守
不
見
、
委
曲
只
被
尋
行
故
入
道
殿
御
時
例
也
。

迎
火
十

一
人
束
帯
云
々
。
平
旦
事
了
。

奉
埋
御
骨

(
一
∪
二
七
)

・
(
高
階
)

〔
問
〕

(
頼
通
〉

仁
和
寺
北
云
々
。
美
濃
守
業
敏
朝
臣
奉
懸
。

僧
侶
両
三
候
御
共
云
々
。
件
所
豫
被
行
散
供
尋
代

爻
例
也
。

藤
宰
相
経
季
為
勅
使
、
参
葬
所
弔
問
云
々
。
殿
下

　

出
御

巳
刻
御
轟

曝

北
曜
庵

薙

躍

曝

鬆

町

講
發

下
御
棗

黒
色
程

衣
・指
毎

烏
帽
考

(後
冷
泉
天
皐

今

日

主

上

著

御

錫

紵

云
々
。
有

薨

奏

。

害

欒

轟

畢

蠢
饗

、
難

轟

雛

薨

糶

時
不
出
給
至
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書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年N同 五年条)

葬
官
任
ず
べ
か
ら
ず
と
の

わ

倫
子
遺
誠

の
是
否

を
定

(5

む
。

康
子
内
親
王
薨
時
の
先
例

を
勘
申
。

源
倫
子
二
七
忌
経
供
養
。

真
範
講
師
。

関
自
頼
通
室
隆
姫
女
王
着

ロに
む

　

ロハ

ウ

源
俊
房
扈
従
。

⑮

か
ね
て
巨
勢
孝
秀
に
着
服

の
目
時
を
勘
申
せ
し
む
。

固
関
・警
固
行
な
わ
れ
ず
。

　

六
月
秡
。

儼

触
穢
人
参
内
。

の6

関
白
頼
通
室
隆
姫
女
王
由

拔
を
行
な
う
。

故
藤
原
祗
子
周
忌
の
法
事

を
定
む
。

故
藤
原
祗
子
周
忌
の
法
事

を
法
性
寺
に
修
す
。

わ　

故
藤
原
祗
子
周
忌
正
日
の

ー

法
会
を
三
条
第
に
修
す
。

明
尊
導
師
。

〔是
力
〕

〔先
脱
力
〕

(藤
原
道
長
)

(天
徳
元
年
六
月
六
日
)

不
可
任
書

事
、
以
家
司
被
奏
聞
。
遺
誠
匕・
否
否
事
被
議
定
。
已
為
外
祖
父
又
為
准
后
藩
旁
厳
重
也
。
仍
被
.溺

、
故
入
道
殿
御
時
無
所
見
。
奪

蚋
親

(中
原
)

王
薨
時
、
以
家
司
被
申
事
由
旨
大
外
記
貞
親
勘
申
。
雖
然
随
入
道
殿
例
、
不
被
申
云
々
。

今
日
御
出
以
前
始
御
念
仏
云
々
。

廿
四
日
。
当
二
七
日
。
被
供
養
御
経
。
真
範
僧
正
為
講
師
。
弁
説
泉
涌
緇
素
拭
涙
云
々
。
此
間
毎
日
被
供
養
経
云
々
。
毎
七
日
色
紙
御
経
。
布
施
、
法
僧
綱

五
疋
、
凡
僧
三
疋
。　

廿
八
日
・
丙
卑

壥

嚢

警

曝

酉
四
點
出
御
西
零

赭
箪

纛

轄

殿
被
犀

網
代
庇
御
再

薯

難

令
勘
害

隔

或
人
云
、
「件
御

服
不
著
御
帯
。
只
以
吉
日
染
御
衣
着
御
云
々
。」
。
然
尋
先
例
所
着
御
也
。
御
帯
用
麁
絹
。

或
人
云
・
「
錘

監

時
被
行
固
関

゜
警
固
・
而
Aフ
度
不
被
行
至

件
事
太
政
大
臣
薨
時
必
行
之
。
仍
雖
入
道
給
被
行
有
、
於
女
御
事
無
前
例
。
只
皇
后

崩

時

被

行

云
々
。」
。

　

(四
条
宮
藤
原
寛
子
)

(亘
勢
)

廿
九
日
。
宮
御
方
并
殿
御
方
有
晦
御
祓
。
主
税
頭
孝
秀
奉
仕
御
祓
如
例
。

従
昨
日
触
穢
人
参
内
云
々
。*

(
一
〇
五
四
)

天

喜

二
年

。

三

月

。

百

・
乙
丑
・
驫

肇

由
緩

鶏

葎

之
・
(鑿
蘿

艘

不
令
行
給
云
尾

或
人
云
・
「離

当
為
之
・
然
故
懿

態

至

」・

(藤
原
祗
子
)

(高
階
)

十

九

日
。

癸

未

。

於

東

三

条

被

定

三

条

御

法

事

。

伊

豫

守

成

章

執

筆

云
々
。

五
月

。

故

(祗
子
)

(頼
通
)

(師
房
)

十

九

日

。

壬

午

。
参

法

性

寺

。

殿

三
条

御

周

忌
也

。

七
僧

・
百
僧

。

殿

下

渡

御

、

源

大

納

言

以

下

参

給

。

ミ

*

1

(明
尊
)

〔春
記
廿
〕

廿

三

日
。

丙

戌

。

五
墓
日
。

詣

三
条

。
御

忌

日
曼

荼

羅

供

。

大
僧

正
為

導

師

。
讃

衆

卅

口
。
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書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年～同五年条)

故
源
倫
子
周
忌
の
法
会
を

阿
弥
陀
堂
に
修
す
。

明
尊
導
師
。

故
源
倫
子
忌
日
曼
荼
羅
供

を
阿
弥
陀
堂
に
修
す
。

明
快
導
師
。

関
自
頼
通
除
服
。

石
清
水
臨
時
祭
。
藤
原
師

実
祭
使
。

御
禊
。
盃
酌
。

插
頭
。

六
月

。

(源
倫
予
)

(藤
原
頼
宗
)

十

日
。

壬
寅

。

於

阿

弥

陀

堂

被

修

故

鷹

司

殿

周

関

御

態

。

内

大

臣

以

下

参

。

作

法

如

去

年

。

内

府

直

衣
.

七
僧

。

大

僧

正
明

尊

導

師

、
僧

正
真

範

、

〔桓
〕

権
大
僧
都
穂
舜

・
慶
範
、
少
僧
都
長
守
、

律
師
賢
尋
、
已
講

頼
信
。*

の
百
僧
之
中
僧
綱
八
人
。

アく

ー

(上
東
門
院
彰
子
)

(明
映
)

十

一
日
。

癸

卯

。

於

阿

弥

陀

堂

被

行

御

忌

日
曼

荼

羅

供

。

院

被

行

之

。

導

師

山

座
,主

。

讃

衆

廿

人

。

定

撰

律

師

在

此

中

云
々
。

(藤
原
頼
通
)

今
日
子
刻
、
殿
下
令
除
服
給
。
御
素
服
去
年
於
京
極
殿
焼
亡
。
仍
只
被
行
御
祓
也
。
賜
御
衣
於
陰
陽
師
云
々
。

今
日
午
刻
、
殿
御
簾

・
御
座
被
改
了
。

此
間
御
衣

・
御
座

給
僧
之
。*

　

(
一
〇
五
五
)

蹴

天

喜

三

年

っ

く
三

月

。

　　
　
　
　
　

廿

四

日
。

臨

時

祭
也

。

中

将

殿
令

勤

仕
使

給
。

(藤
原
教
通
)
(藤
原
頼
宗
)

巳

刻

御

禊

。

午

刻

召
使

己

下
於

庭

中

、
有

盃
酌

。

右

・
内

両

相

府

参

給

。

己

下

上
卿

済

柔
。

七

巡

後

、

給

插

頭

。

依

例

有

舞

了

。

未

三

點

使

己

下

退

出

。

路

用

四
条

大

路

、

至
朱

雀
大

路

、
南

行

。

(藤
原
)

(源
)

へ源
)

(藤
原
)
(藤
原
)

舞
人
。
驤

"馨

麟
舞

飜

輔
轡

(藤
原

)

(
源
)

(
源
)

(
源
)

(藤
原
)

(藤
原
)

(藤
県
)

(
源
)

(
藤
原
)

(藤
原
)

砌

陪
従
。
購

讙

鸛
麟

蘿

攀

灘

輪
矚

響

竪
行
.

(源
)
(藤
原
)

*
(高
階
)

(源
)

(藤
原
)

使
。
鎌
鎌
鰭
圷
齣
離
鄭
糊
繁
鞭
黼
騾
伽
細
駟
だ
鰡
糲
層
蟹
評
鞴
雌
咐

,

(下
毛
野
)

朧
二
人
。
都
瓢
脊
黜
咳

随
身
四
人
。
蛮
絵
。
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書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年～同五年条)

祭
使
師
実
、
源
経
信
の
西

七
条
池
亭
で

装
束

を

改

む
。

関
白
頼
通
ら
朱
雀
院
に
て

饗
饌
。

給
禄

・
纒
頭
。

.

「風
流
絵
破
子
」

関
白
頼
通
四
条
大
宮
辺
に

て
石
清
水
祭
使

一
行
を
見

物
す
。

春
日
祭
雑
事
を
定
む
。

春
日
祭
使
藤
原
師
実
東
三

条
殿
よ
り
出
立
。

諸
所
よ
り
献
上
の
舞
人
以

下
の
装
束
等
。

　
　　
ロ

小
舎
人
八
人
。
黼
携
髞
職
物
鞴
畩
袴
、
馬
副
八
人
。
嘲
朧

雑
色
卅
人
。
驃

歓

覆

騨

諮

豐

轍

巖

鞭

、

笠
。
鰰
箙
騨
据
鰍
橄
濃
繍
鑢
播
壼
.

御
共
人
廿
人
・
駟
嚢

豊

樺

驅

族
離

西
七
条
池
亭
護

棗

給
云
々
.お

岡
廿
吾

・
午
刻
・
驫

爨

剣

内
給
・
犧

同
車
令
稟

雀
院
給
・
栢
醫

籤

公
卿

・
殿
上
人
座
・
西
庇
設
舞
人

゜
陪
従
座
・使
御
座
新
造
侍
従
殿
・

殿
下

・
両
府
御
簾
中
有
離

事
・
御
共
人
乍
布
衣
相
亠父
幕

人
勤
仕
雑
役
・
盃
酌
鰲

・
殿
下
召
蘿

随
身
靆

并
(蠶

W
各
給
御
衣
・
(購

震

武
給

　　
ぽ
　
　　
　
　
　ぬ
　

御

衣

。

己

下

上

卿

・
殿

上

人

各

以
纒

頭

。

次

両
府

御

引

出

物

馬

各

一
疋

。

節
糲
惣
粮
鄰
・.
轍
鹹
・.
*

　　
ぽ
　

　

(頼
宗
)

(藤
原
能
信
)

(藤
原
長
家
)

〔破
力
〕

(源
)

(上
東
門
院
彰
子
)

帥
内
府

・
春

宮

大

夫

・
民

部
卿

被

献

風
流

絵

被

子

、

以
備

後

守

高

房

朝

臣
被

献

院
畢

。

く

(頼
通
)

(下
毛
野
)

殿
下
於
四
条
大
宮

辺
令
見
物
給
。
被
率
参
大
内
、
更
召
公
安
於
御
直
廬
給
纒
頭
云
々
。

　
　

　

　

ロ
　
ロ

使
御
装
束
。
齶
緯
艫
購
黝
櫞
鞭

瀰
麹
曜゚
囎
黝
瓣
傭
測
襷
。

構
二
人
。
鵜

覊

童
。
驫

拗
鞣

善

輝

雑
色
。
燔

謙

隔

パ
雛

纛

靆

解

慇

攀

*゚

鯛
+
月
。

く

　　
ぽ
　
　
　

五
日
。
於
東
三
条
殿
被
定
春
日
祭
雑
事
。
轍
騨
顎

十

一
月
。

　　
ぽ
　
　
　

五
日
。
巳
未
。
春

日
使
左
中
将
殿
従
東
三
条
殿
令
出
立
給
。
装
束
東
対
、
其
儀
如
恒
。
従
早
旦
及
未
刻
、
雨
脚
如
湲
。
其
後
天
霽
。
従
所
爻
被
献
使
装
束

等
。舞

人
.
(藤
原
教
通

右
府
。
)顰

襲
*

圃

陪
従
.
驫

類

・
轢

襲
犠

青

C22)



書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年N同 五年条)

插
頭
。

餝
馬

を
引
く
。

祭
使
の
供
人
。

求
子

を
舞

う
。

淀

に
参
向

の
人

々
。

春

日
祭
使
還
饗
。

纒
頭
。

御
随
身
・
鵬
雛

総
糶

嬲
下
糶
欝
穫

'

〔
衣
脱

力
〕

馨

四
+
具
。
鸚

犠

ほ

　　
　
　
チ
　

御
宿
物
。
祉
唖
舗
慌
貯
鞴
脚

一

ユ
タ
ヱ
リ
　
ロ　
　
エよ
　

御
直
衣

・
装
束

一
襲
。
中
宮
。

囲
先
賜
舞
人

・
陪
従
装
束
。
豫
懸
東
第
二
渡
殿
。
各
入
北
戸
賜
之
。
諸
大
夫
取
之
。

　

G
上
達
部
・殿
上
毒

欝

瀬
塗

驫

臻
購
鑼

縄

毒

獸

居
醐

)三
醜

飯
沈

賜
插
頸

懿

駆

舞
人

等
退
下
・
上
卿
雫

起
座
・
撤
陪
従
机
゜
畳
敷
自

摩

上
卿
座
・
薇

馨

被
監

辮

.
羈

・

次
引
餝
馬
.
卿
難

繋

鞣

纓

峩

次
馬

副
八
ー

驚

鑾

覊

癖

次
御
随
身
四
ー

六
蟲

靆

汰齷
鯊

埖穐
醐
壅

廿
二
褥
奮
汰懸

騎
次

切
取
物
四
人
。
*
御
笠
。

觀

覊

顛

鞣

黷
歉

櫞
、
次
御
共
人
廿
六
人
。

ユく

(藤
原
)

(橘
)

(藤
原
)

(藤
原
)

(藤
原
)

(藤
原
)

四
位

六
人

。

実

綱

朝

臣

・
義

通

1

・
範

永

1

・
憲

輔

朝

臣

.
高

定
i

.
貞

章
。

五
位
+
三
人
・
癰

二
辮

゜
塗

゜
靆

覊

構

゜
灘

゜
靆

゜
欝

・
嚢

・
灘

・
齢

・(清
原
力

定
俊
)・
熊
擺
.

(源
)

(源
)

(藤
原
)

(藤
原
)

六

位

。

資

宗

・
頼

仲

・
重

房

・
信

綱

。

　　
　

衛

府

三

人

。

快
永

・
宣

範

.
範

真

。

囲
當

従
東
中
門
渡
蘿

・
候
西
禺

辺
.

蘿

引
轟

参
内
給
.
先
着
座
。
覊

楠
庇

次
舞
求
子
.
此
間
賜
盃
酌
.
籍

御
衣
.

殤

次
鑒

馬
.

く
讖

奪

鰭

次
被
退
出
於
南
楽
所
蓋

鬢

次
着
改
直
奪

番

令
進
饕

此
問
臨
熏

殿
夫

数
覆

羹

旛
蓼

爨

(源
経
成
)

右

兵

衛

督

・
源

宰

相

被

参

。

六
日
・
参
淀
人
々
・
驂

朝
臣
・
頭
・
籬

-

°
礁
嬲
i

°箏

!

撃

゜
髓

飜

・蘿

畷
靈

斎
上

麹

!

籬

ー

韆

!

離

励
i
。
配
豼
飜
嘸
*
此
外
諸
宮

.
所

爻
使
爻
、
或
衣
冠
、
或
布
衣
、
被
候
還
御
共
。

踟
吉

・
茜

・
還
立
・
韆

渡
御
東
三
条
・
晩
頭
霾

進
物
・
汁
物
依
仰
藩

之
・
秉
璽

卿
以
下
着
・
盃
酌

熏

・
戌
刻
・
韆

坐
.
爨

於
中
門

羇

・
鑾

・
響

使
入
給
・
上
卿

殿
夫

召
公
武
・靆

・
鼕

・
蕪

響

.
次
蘿

了
.
爨

箸

座
.
三
献
了
.
給
禄
.
駿

鞠
上鬟

苧

(
平
)

(2°)



書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年～同五年条)

給
禄
。

官
人
禄
。

後
冷
泉
天
皇
四
条
第
よ
り

新
造
の
一
条
院
に
遷
御
。

女
官

・
諸
陣
等
給
禄
。

男
女
叙
位
。

除
目
始
。

除
目
入
眼
。
三
位
中
将
藤

原
師
実
を
権
中
納
言
に
任

ず
。

関
白
頼
通
、
子
息
師
実
の

昇
任
に
奏
慶
。

新
中
納
言
藤

原

師
実

奏

慶
。

石
清
水
八
幡
宮
に
行
幸
。

鬻

等
召

上
卿
己
下
起
座
。*

　緋
於
対
東
面
賜
官
人
禄
。

q

将
監
三
疋
。
五
位
四
疋
。
将
曹
冖二
疋
。

府
生

一
疋
。
骼
蜘
網
黼
都
域

朧
府
生
五
疋
。

番
長
三
疋
。(教

通
)

已
上
自
右
大
臣
家
被
献
之
。
有
別
送
文
。*

　

(
一
〇
五
六
)

眇

天

喜

四

年

。

G

二

月

。

(屡
原
頼
通
)

廿
二
日
。
甲
辰
。
天
晴
。
亥
刻
遷
御

一
条
院
矣
。
豫
本
家
被
設
饗
禄
。
撫
叩
鰍
嫐
馳
紀
繖
叢
臨
韻
編
耕
鞠
贈

先
晩
頭
給
女
官
・諸
陣
等
禄
。
瞰
灘
購
礁
衙
聹
淤

次
居

饗

黶
碯
離

肇

参
譲

上
靨

居
鞍

次
皇
靨

儷
亮
靆

次
上
卿
禄

謡

爨

蝶

頃
之
篇

鼬
御
萸

有
男
女
径

(薦
)

(
藤
原
)

へ藤

原
)

正
三
位
。
正
四
位
下
。
殲
飛

鍛
購
飜
盲聯
蒸

家
司
。
従
四
位
下
。
繖
゜

・

(藤
原
)

*

ー

十

月

。

けユ

ア

く

廿

八

日

o

除

目

o

(藤
原
師
実
)

(藤
原
基
経
)

(藤
原
兼
家
)

(藤
原
頼
通
)

廿
九

日
。

入

眼
。

三
位

中

将

任

権

中

納

言

給
。

中

将

如

舊

。

昭
宣

公

并

大

入
道

殿

例

也
。

殿
下

於

弓

場

令

奏

慶
由

給
。

十

一
月

。

百

.
中
轗
韓

翻

盞

馨

参
所
掩

仮
随
身
二
兆

翻
姓
い
疆

廿
刄

嘱

鑑

樺

昨
日
膂

次
不
冥

含

苓
申
給

〔幸
〕

廿

八

日
。

有

石

清

水

行

事

。*

瑚
毳

譁

・

く

(24)



書陵部蔵 厂平定家朝臣記」(天喜元年N同 五年条)

春
日
祭
日
上
藤
原
師
実
東

三
条
院

よ
り
出
立
。

飯
岡

・
玉
井
を
経

て
松
本

に
到

る
。

供
奉

の
人
々
。

関
白
頼
通

ら
四
条
宮
南

に

て
師
実

一
行

を
見
物

す
。

春

日
社
頭

に
て
秡
。

還

御
。

還
饗
。

五
節
参
入
。

御

物
忌

に
よ
り
天
皇

の
儲

出
な
し
。

関
白
頼
通
舞
姫

を
覧

る
。

祐
子
内
親
王

よ
り
舞
姫
壮

束
献

ぜ
ら
る
。

二

月

。

百

・
丁
未
・
中
轜

鞣

欝

為
呈

・
令
参
膏

給
・
従
東
三
条
院
令
出
立
給
・
齧

陰
雲
四
ム
・
・
微
雨
間
降
尓
、
後
雲
散
天
晴
。
巳
刻
令
出
立
給
。

縣
罐

饕

讃

参
畫

面
時
刻
・
神
馬
已
下
渡
廛

出
西
門
・
瀰
諜

鍵
翫
騨
達騨
蟻

謝脚
轅

鸛
議

驫
轡

斃

譱
軈

鑼羈
、

　
　
む

　　
　
　

別
碼
・口郁

次
従
西
洞
院
南
行
、
四
条
東
折
、
東
洞
院
南
行
、
五
条
東
折
、
従
万
里
小
路
南
行
、
至
九
条
内
府
御
領
所
東
門
、
令
騎
改
御
馬
給
。
申
刻
御
北
殿
、

15

衣

。

*

く

　らに
ロじ

有
饗
饌
事
。
次
令

渡
河
給
、
至
飯
岡
辺
。
日
暮
於
玉
井
辺
炬
火
。
戌
刻
御
枩
本
。

今
日
供
奉
殿
上
人
十
八
人
。

地
下
君
達
九
人
。
諸
大
夫
。
咽
漁
流
从
解
伍
誰
雌
゜

な
　
　
に　
　

　ぴ
　
　
ゆ
　
　
　
む

己
上
布
衣
。
嬾
榊
婚
薊
鯱
緲
獄
肩
離
撃
右

(
膝
原
定
成
)

Q
源
)

有
制
不
着
織
物

・
唐
綾
等
。

(頼
通
)

(致
通
)

(頑
宗
)

殿

下

、

右

・
内

両

府

同

車

、

於

四

条

宮

南

令

見

物

給

。*

(内
蔵
×
磯
、原
)

岡
二
日
.
天
晴
.
未
刻
Aη出
給
.
鯆
黷

靉

先
ム7着
鐃

給
。
使
爻
聳

ハ覆

鯉

墾

肩
鑁

.
藤

離

馨

鐸

禰
驚

譱

飜

繋

塾

黥

華

畷

次
御
主眉到
購

次
御
社
頸

次
第
如
恒
一、
≧.

戌
刻
屯爆
御
.
ム.日
国
司
瓠双
饗
.
殿
上
人
已
下
着
饗
座
.
離
璧

蘿

猛

難

灘

依
日

暮

、

無

坏

酌

。

(興
福
寺
)

(円
縁
)

(源
)

三

日
。

辰

刻

。

令

出

給

。

寺

家

設
饗

。

別

当

僧

都

参

入
。

賜

御

馬

。

次

召

国

司

給

御

馬

。

途
中

於

紙

幡

河

原

人

爻
馳

馬

。

次

召

頼

俊

郎

等

令

射

笠

懸

。

人

囲

曳
乗

輿

。

欲

纒

頭

、
有

儀

停

止
。

未

刻

御

宇

治

、

乗

舟

、
御

北

殿
。

秉

燭

入
洛

給

。

5

1

*

く

十

一
月

。

+
吉

.
発

五
節
驫

蝶

殿篷
蟻

靆

殿
舞
姫
従
東
三
条
殿
被
出
亠、
.嬬
禳

讙

譱

驪
懲

嵐

華

下
被
耄

深

更
参
内
。

默

・
従
北
陣
参
入
。
作
法
如
例
。
熔

黐

雛

之
蠶

次
以
下
舞
姫
参
入
。
依
御
物
忌
無
御
出
。
殿
下
於
帳
台
御
覧
了
、令
出
給
。
此
間
露

。

圃

今
日
従
(琳
幕

韃

舞

装
束
・
下
官
持
参
之
・

く
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書陵部蔵 「平定家朝臣記」(天喜元年～同五年条)

御
前

試
。

童

女
御
覧
。

塊

飯
。

中
宮
章
子

よ
り
童
女
装
束

献

ぜ
ら

る
。

纒
頭
。

豊
明
節
会
。

盃
酌

・
纒
頭
。

赤
色
二
重
織
物
唐
衣
、
蘇
芳
織
物
裳

絵
菊
、

打
褂
并
褂
三
領
、
入
青
色
嚢
。

一

(章
子
内
親
王
)

(藤
原
寛
子
)

十
八
日
。
御
前
試
如
例
。
依
御
物
忌
殿
上
人
籠
候
。
殿
上
無
召
物
、
行
事
所
献
菓
子
等
。
盃
酌
了
、
依
仰
渡
朝
餉
御
前
。
先
参
中
宮
御
方
。
次
参
皇
后
宮

御
方
。
豫
有
盃
酌
。

綱
+
九
日
.
降
雨

童
女
御
篭

早
驫

蘿

溶

黷

囀
蘿

雫

済
-
蘿

御
物
忌
分
宿
参
入
.
藤
懿

言
環

着
殿
上
、
韆

難

信

此
間
日
脚
已
傾
。
童
女
経
仁
寿
殿
、
概
栖
庇

従
長
橋
参
入
。
下
仕
下
従
楼
台
俄
砌
下
。
此
問
已
及
昏
黒
、
召
脂
燭
覧
之
了
。
次
第
退
下
、
更
召
納
昔
目下
仕

於
弘
庇
覧
之
、
従

瀧
口
方
退
出
。

童
女
装
香

叢

灘

黯鸛
羅

難

下
仕
菴

鍬
辮

翫

鑾
矯

殿

上

人
参

納

言

五
節

所

、

有

纒

頭

。

(藤
原
俊
家
)

(祐
子
内
親
王
)

次

二
位

中

納

言

己

下

被

率

参

一
宮

、

盃

酌

数

巡
、

夜

月

己

明

。　

冒

・
讐

靂

為
内
弁

小
忌
上
轟

辮

・
次
上
卿
・
賑
糶

馴
下
被
参
五
黌

盃
酌
・蠶

饕

御
坐
簾
中
・
丑
刻
事
了
・

(師
実
)

納
言
殿
五
節
乍

四
ケ
日
改
着
装
束
。
左
兵
衛
陣
為
行
事
所
。

八
月
八
日

平
定
家
朝
臣
記

拾
七
枚

、

細
谷
利
邦

(
印
)
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